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論

説

中
華
民
國
現
行
政
治
制
度

梅

思

平

現
國
民
政
府

工
商
部
長
梅
思
平
氏
は
去

る
十

一
月
十
八
日
か
ら

二
十
二
日
迄
五
日
間
、
本
學
に
於

い
て
、

「
中
華
民
國
政

治
制
度
」

の

題
下
に
臨
時
講
義
を
な
さ
れ
た
。
そ

の
第

一
講
、
第

二
講
、
第

三
講
は
中
央
政
治
制
度

に
關
し
、
第
四
講
、
第
五
講
は
地
方
政
治
制
度

に
關
す
る
も

の
で
あ

つ
た
。
本
文
は
第

一
講
か
ら
第

三
講
迄

の
講
義
綱
要
で
あ

る
。
本
文
は
今
中
教
授

の
斡
旋

に
由
り
、
梅
氏

の
快

諾

を
得
て
、
同
氏
よ
り
直
接
入
手
し
得
た
邦
課
原
稿

に
依

る
も

の
で
あ
り
、

用
語
に
多
少
註
を
要
す
る
と
思
は
れ
る
も

の
も
見
ら
れ
る
が

そ

の
ま

エ
印
刷

に
附
す
る
事

と
し
た
。
校
正
は
丁
寧
を
期

し
た
。
之
を
要
す
る
に
、
本
文
を
本
誌
に
掲
載
し
得

る
蓮
び
と
な

つ
た

の
は

梅
氏
並
に
今
中
教
授

の
御
厚
意
に
因

る
も

の
で
あ
り
、
特
に
記
し
て
感
謝

の
意
を
表
し
度

い
。
序
に
梅
氏
は
前

に
北
京
大
學
教
授
、
南

京
中
央
政
治
學
校

々
長
及
び
江
寧
縣
長
等
を
歴
任
し
、
學
者
と
し
て
叉
實

際
行
政
家
と
し
て
夙
に
令
名
が
あ

つ
た
が
、
新
國

民
政
府

の

成
立
と
共
に
現
要
職
に
就

い
た
も

の
で
あ
る
。

(
編
輯
部
)

第

一
講

緒

論
1

(民
國
以
來
政
制
墜
遷
の
概
略
)

中
國
の
政
治
制
度
は
嚴
格
に
云

へ
ば
今
日
で
は
未
だ
科
學
的
説
明
を
な
す
時
期
に
達
し
て
居
な
い
。
其

の
理
由
と
し
て
は
次
の
二

中
華
民
國
現
行
政
治
制
度

一



溝

綴

彿

搬

第
十
一
巻

蜻

憎
貌

ご

鮎
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一,、
根
本
法
は
未
だ
成
立
せ
す
。
故
に
,一
切
の
制
度
は
全
く
確
定
し
得
な
い
。

二
、
政
治
上
に
も
行
政
上
に
も
成
文
怯
に
替

へ
ら
れ
得
べ
き
固
定
的
習
慣
が
亦
極
め
て
少
な
い
。

此
の
二
つ
の
理
由
の
爲
め
今
日
中
國
の
政
治
制
度
井
び
に
行
政
制
度
を
説
明
す
る
に
は
唯
だ
現
行
関
係

法
令
を
略
ぽ
整
理
し
て
聴

講
者
諸
君
K
其
の
概
略
を
説
明
す
る
に
止
め
る
も
の
で
、
系
統
立

つ
北
科
學
的
研
究
と
は
云
ひ
得
な
い
の
で
あ
る
。

依

つ
て
本
講
義

の
方
法
は
次
の
如
く
す
る
。

1
、
最
近
三
十
ケ
年
内
の
政
治
制
度
變
遷

の
概
略
並
び
に
其
の
變
遷

の
原
因
を
説
附
し
、
以
て
聴
講
者
諸

君
の
現
行
制
度

の
由
來
に

対
す

る
理
解
を
容
易
な
ら
し
む
。

"

本
日
の
講
演
は
、

一
つ
の
総
括
的
説
明
で
あ
つ
て
、
以
後

の
四
回
の
講
義
に
於
い
て
も
、
重
要
な
鮎
に
就
い
て
歴
皮
的
に
講
述
す

る
必
要
が
あ
れ
ば
、
其
の
時
つ
い
で
に
説
明
す
る
。

2
、
現
行
憲
法

(憲
法

ご
見
徹
す
べ
き
各
種
法
律
を
云
ふ
)
上
並
び
に
行
政
法

(
特
に
行
政
組
織

に
關
す
る
各
種
法
律
)
上
若
干
の

重
要
部
分
に
就
い
て
は
、
法
律
學
的
分
析
を
加
へ
る
。
斯
く
す
れ
ば
聴
講
者
諸
君
も
中
國
現
行
政
治
制
度

の
内
容
を
略
ぽ
知
ら
れ
る

事
と
思
ふ
。

3
、
成
文
法
以
外
に
荷
成
文
法
の
不
足
を
補
充
し
或
は
成
文
法
の
實
質
を
変
更

せ
し
む
る
に
足
る
比
較
的
に
固
定
的
或
は
永
久
的
習

慣
が
有
り
、
之
れ
に
就
い
て
も
各
々
相
當
の
部
分
に
対
し

大
盟
の
説
明
を
す
る
。
斯
く
す
れ
ば
聴
講
者
諸

君
は
各
種
制
度
の
實
際
上



の
運
用
に
就
い
て
徹
底
的
に
理
解
す
る
事
が
出
來
る
ε
思
ふ
。

中
華
民
國
の
二
十
九
ケ
年
間
に
於
け
る
政
治
制
度
の
變
遷

は
、
二
大
時
期
に
分
け
る
事
が
出
來
る
。

第

一
の
時
期
は
辛
亥
革
命
よ
り
民
國
十
七
年
十
月
に
至
る
時
期
で
あ
つ
て
、
.此
の
時
期
は
政
治
制
度
模
倣

時
期
ε
稻
す
る
事
が
出

來
る
。
此
の
時
期
に
於
け
る
重
要
な
る
改
革
は
左
の
如
き
各
種
法
典
に
表
は
れ
て
居
る
。

1

臨
時
政
府
組
織
大
綱

此
は
中
華
民
國
の
第

一
回
臨
時
憲
法
で
あ
り
、
其
の
公
布
期
日
は
辛
亥
年
奮
暦

一
月
十
三
日
に
し
て
、
革

命
が
勃
護
し
て
か
ら
未

だ
二
ヶ
月
も
維
で
居
な
い
。
此
の
法
典
の
内
に
は
當
時
の
革
命
志
士
が
如
何
に
北
米
合
衆
國
の
政
治
制
度
を
崇
拝
し
て
居
た
か
を
充

分
に
表
現
し
て
居
る
。
蓋
し
當
時
革
命
志
士
ぱ
既
に
共
和
國
饅
を
採
用
す
る
事
に
決
定
し
て
ゐ
た
爲
め
、
米
國
を
近
世
に
於
け
る
最

も
模
範
的
共
和
國
と
な
し
、
途
に

一
切
の
制
度
を
米
國
を
以
て
濫
膓
こ
な
す
に
至
つ
忙
。
其
の
最
も
大
き
な
錯
誤
は
、
中
國

の
各
省

を
其
の
儘
米
國
革
命
當
時
の
十
三
州
ε
な
し
た
事
で
あ
る
。
途
に

一
切
の
制
度
は
之
れ
を
以
て
基
礎
こ
し
九
。
其
の
重
要
な
る
も
の

ご
し
て
、
例

へ
ば
参
議
院
の
構
成
、
大
総
統

の
選
挙
、
大
総
統
ご
参
議
院
ご
の
関
係
、
等
其
の
内
容
は
甚
だ
簡
単

な
れ
ざ
も
、
到
る

虚
に
米
國
憲
法
の
色
彩
を
発
見

す
る
事
が
出
來
る
。

2

臨

時

約

法

此
は
民
國
歴
史
上
比
較
的
に
権
威
あ
る
臨
時
憲
法
で
あ
つ
て
、
其
の
公
布
期
日
は
民
國
元
年
三
月
十

一
日
で
、
當
時
の
参
議
院
に

依
り
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
此
の
臨
時
約
法
は
其
間

一
度
破
壌
さ
れ
た
が
、
然
し
法
理
上
其
の
有
敏

期
間
は
十
ニ
ケ
年
と
な

中
華
民
國
現
行
政
沼
制
度

三



法

敏

群

舞

第
午
輔巻

第
も
.雛
.

鋤

つ
て
居
る
。

此
の
法
典
の
特
質
は
責
任
内
閣
制

の
模
倣
に
あ
β
。
蓋
し
當
時
は
清
朝
皇
帝
の
退
位
が
既
に
内
定
さ
れ
、
南
北
媾
和

が
將
に
威
立

せ
ん
ざ
す
る
時
で
あ
つ
て
、
衰
世
凱
が
既
に
未
來
の
大
総
統
と
し
て
内
定
さ
れ
て
居
九
。
南
方
の
革
命
志
士
は
哀
世
凱
の
権
力
過
大

に
よ
る
共
和
政
治
の
躁
躍
を
非
常
に
恐
れ
た
結
果
、
約
法
に
國
務
員
は
参
議
院

(
後
に
國
會

ご
改
稻
し
た
)
に
対
し

て
責
任
を
負

ふ

事
を
規
定
し
、
而
し
て
総
統
の
職
権
に
対
し

て
種

々
の
束
縛
を
加

へ
る
事
に
し
た
。
其
れ
以
來
十
ケ
年
の
闇
、
大
総
統
ご
國
會

の
衝

突
、
大
総
統
ε
國
務
総
理
の
衝
突
、
國
務
総
統
と
國
會
の
衝
突
は
常
に
繰
返
さ
れ
、
途
に
種

々
の
政
変
、
甚
し
き
は
内
載
ま
で
も
惹

起
す
る
に
至
つ
た
.
之
は
要
す
.る
に
政
治
制
度
の
不
適
當
な
る
事
も
其
等
の
原
因
の

一
つ
で
あ
る
ご
云
は
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

3

衰
世
凱
自
制
の
約
法

哀
世
凱
は
有
名
無
實
の
元
首
地
位
に
甘
ん
ぜ
す
、
民
國
二
年
十

一
月
に
國
會
を
解
散
し
た

(
参
議
院
及
び
衆
議
院
は
均
し
く
臨
時

約
法
に
依
り
民
國
二
年
四
月
八
日
に
成
立
し
九
)。

叉
民
國
三
年
五
月

一
日
に

「
中
華
民
國
約
法
」
を
公
布

し
九
。
此
の
法
典
の
内

容
は
大
燈
臨
時
約
法
ご
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、
其
の
相
違
す
る
所
は
唯
責
任
内
閣
制
を
総
統
制
に
改
め
た
事

の
み
で
あ
る
。
併
し
乍

ら
南
方
革
命
各
省
は
飽
く
迄
此
の
法
の
効
力
を
認
め
な
か
つ
た
。

4

民
國
十
二
年
の
憲
法

衰
世
凱
以
後
に
於
い
て
は
、
種

々
の
政
憂
を
経
た
。
民
國
十
二
年
十
月
十
日
に
至
り
、
北
京
政
府
は
途

に
形
式
上
比
較
的
完
備
せ

る
憲
法
を
公
布
し
た
。
此
の
法
典
は
起
草
か
ら
公
布
に
至
る
ま
で
實
に
十
ケ
年
間
を
要
し
九
。
之
は
今
で
は
既
に
無
敷
に
な
つ
た
も



の
で
あ
る
か
ら
詳
し
い
説
明
を
省
く
事
に
す
る
が
、
軍
に
制
度
の
鮎
に
就

い
て
云
へ
ば
、
此
も
大
盟
に
於
い
て
責
任
内
閣
制
を
取
る

も
の
で
あ
る
。
.

5

初
期
の
國
民
政
府
組
織
法

國
民
政
府
は
民
國
十
四
年
廣
東
に
於
い
て
成
立
し
た
。
國
民
政
府
組
織
法
は
民
國
十
四
年
七
月

一
日
か
ら
民
國
十
七
年
十
月
三
潤

に
至
る
間
に
於
い
て
度
々
修
正
さ
れ
た
が
、
其
の
内
容
は
至
極
簡
単

な
も
の
で
あ
る
。
所
謂
國
民
政
府
は
實
際
に
於
い
て
、

一
つ
の

合
議
制
の
行
政
機
關

に
過
ぎ
な
い
。
其
の
形
式
は
非
常
に
ソ
ビ

エ
」
ト
ロ
シ
ヤ
の
人
民
委
員
會

に
類
似
し
九
も
の
で
あ
る
。
故
に
初

期
の
國
民
政
府
組
織
は
依
然
と
し
て

中
國
濁
創
の
政
治
制
度
で
は
な
か
つ
九
の
で
あ
る
。

第
二
の
時
期
は
帥
あ
民
國
十
七
年
十
月
以
後
で
あ
る
。
庇

の
時
期
に
於
け
る
中
國
政
治
制
度
は
、
外
國
制
度
模
倣
の
因
襲
か
ら
離

睨
し
て
、
独
特

の
薪
制
度
を
創
造
す
る
試
験
的
段
階

へ
進
入
す
る
に
至
つ
た
。
左

に
其
の
時
代
を
代
表
し
得

る
各
種
重
要
な
る
法
典

を
略
述
し
よ
う
。

1

民
國
十
七
年
十
月
三
日
の
中
華
民
國
國
民
政
府
組
織
法

中
國
国
民
党

が
指
導
す
る
所
の
國
民
政
府
は
、
民
國
十
五
年
北
伐
の
時
よ
り
民
國
十
六
年
四
月
に
至
つ
て

「
反
共
」
及
び
「
容
共
」

の
問
題
の
爲
に
途
に
分
裂
し
、
武
漢
ピ
南
京
に
各

々
國
民
政
府
が
樹
立
さ
れ
る
に
至
つ
た
が
、
同
年
九
月
に
寧
漢
合
作
が
出
來
た
の

で
國
民
政
府
は
叉
統

一
さ
れ
忙
。
十
七
年
三
月
以
後
に
は
北
伐
が
糧
績
さ
れ
、
同
年
七
月
に
至
つ
て
全
國
統

一
檸
な
つ
た
の
で
あ
る
。

此
の
二
年
悶
種

々
政
変
が
繰
返
さ
れ
た
が
、
國
民
政
府
の
組
織
は
依
然
と
し
て

民
國
十
四
年
の
奮
制
を
其
の
儘
踏
襲
し
て
居
る
の
で
、

中
華
民
國
現
行
政
治
制
度

五



涛

旗

硲

雛

第
+
"
籍

停
+
雛

藻

た
野
翠
な
る

一
っ
の
合
議
制
的
行
政
機
關
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
十
七
年
の
秋
に
至
つ
て
、
全
國
が
既
に
統

一
せ
る
,蔦
よ
り
、
國
民
震

の
首
脳
部
は
総
理
孫
中
山
先
生
が
主
張
せ
ら
れ
た
五
権
憲
法
を
試
験
的
に
實
行
す
る
事
を
決
意
し
、
十
月
三
日
嬉
公
布
し
た

「
中
華

民
國
國
民
政
府
組
織
法
」
に
於
い
て
、
初
め
て
五
院
制
度
を
採
用
し
た
。
之
に
よ
り
政
府
の
組
織
は
以
前

よ
り
蓬
か
に
複
雑
化
し
て

來
た
。

五
権
憲
法
の
理
論

に
就
い
て
は
此
の
講
義

の
論
述
せ
ん
こ
す
る
範
囲

に
属
し
な
い
が
、
五
院
職
権
の
分
配

に
就

い
て
は
第
三
講
の

内
で
説
明
す
る
豫
定
で
あ
る
。
唯
今
先
づ
此
の
法
典
の
特
質
に
就
き
其
の
現
行
制
度
ご
相
違
す
る
所
を
挙
げ

て
説
明
す
る
。

民
國
十
七
年
に
始
め
て
行
は
れ
た
制
度
は
、
現
行
の
五
院
制
度
と
較

べ
る
ご

一
の
重
大
な
る
相
違
鮎
が
あ

る
舶
即
ち

現
行
の
國
民

政
府
組
織
法
に
は
、
行
政
立
法
司
法
考
試
監
察
の
五
院
が
各
自
独
立

に
職
権
を
行
使
し

(
民
國
二
十
九
年
三
月
三
十
旧
修
正
公
布
中

華
民
國
國
民
政
府
組
織
法
第
八
條
)、

且
各
自
中
央
政
治
委
員
會

に
対
し

て
其
の
責
任
を
負
ふ

(
民
國

二
十
九
年
六
月
二
十
五
日
修

正
第
十
五
條
)、
故
に
現
行
制
度
は

「
五
権
分
立
制
」
ε
も
稻
す
る
事
が
出
來
る
。

民
國
十
七
年
に
採
用
さ
れ
た
制
度
は
現
行
制
度
ご
違

つ
て
、
五
院
の
上
に

「
國
務
會
議

」
を
設
け
、
而
し
て
國
務
會
議
は
國
民
政

府
主
席

一
人
及
び
國
民
政
府
委
員
十
二
人
乃
至
十
六
人
に
依

つ
て
組
織
さ
れ
る

(
民
國
十
七
年
十
月
三
日
中

華
民
國
國
民
政
府
組
織

法
第
六
條
及
第
十

一
條
)
。
五
院

の
院
長
及
び
副
院
長
は
皆
國
民
政
府
委
員
が
象
任
す
る

(
同
法
第
七
條
)
。

故
に
國
務
會
議
は
國

民
政
府
主
席
五
院
院
長
副
院
長
及
び
其
の
他
院
を
裳
任
せ
ざ
る
國
民
政
府
委
員
二
人
乃
至
四
人
等
に
依

つ
て
構
成
さ
れ
た

一
つ
の
合

議
機
關
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
此
の
合
議
機
關

の
権
力
は
實
に
五
院

の
上
に
超
越
す
る
も
の
で
五
権
を
綜
合
し
て
其
の
調
節
を



爲
す
も
の
で
あ
る
。
故
に
當
時
の
國
民
政
府
は

「
國
務
會
議

ヲ
以
テ
國
務
ヲ
処
理

ス
ル
」
(
同
法
第
十
條
)。
縫
て
法
律

の
公
布
及
び

命
令

の
嚢
布
は
必
す
國
民
會
議
の
決
議
を
要
す
る

(
同
法
第
十
三
條
)。

院
と
院

の
聞
で
解
決
し
能
は
ざ
る
事
項
は
、
総
て
國
務
會

議
に
依
つ
て
議
決
す
る

(
同
法
第
十
二
條
)。

當
時
の
國
民
政
府
主
席
は

「
實
際
政
治
ノ
責
任
ヲ
負

ハ
ズ
」
ε
明
白

に
規
定

さ
れ
て
居
な
い
が
、
嚴
格
に

合
議
制
を
賃
行
し
た
爲

め
に
主
席

の
職
権
も
甚
だ
微
弱
で
あ
つ
た
。
法
律
の
公
布
命
令

の
磯
布
は
、
國
務
會
議

の
決
議
を
経
る
と
共

に
、
叉
五
院
院
長
の
署

名
を
要
す
る
が
故
に
、
主
席
は
國
務
の
処
理
に
於
い
て
は
會
議
の
主
席
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
當
時
國
民
政
府
主
席
の
唯

一
の
重
要
な
る
職
権
は
即
ち
陸
海
室
総
司
令

の
蓑
任

(
同
法
第
九
條
)
で
あ

つ
て
、
現
在
別

に
軍
事
委
員
會
を
設
置
す
る
の
こ
は
其
の
趣
き
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。

此
等
の
事
情
に
關
し
て
は
、
皆
實
際

政
治
問
題
が
其
の
背
景
に
成
つ
て
居
る
が
、
蝕
で
は
詳
し
く
述

べ
な
い
こ
と
に
す
る
。
故
に

民
國
十
九
年
以
後
か
ら
實
際
政
治
の
環
境
の
変
更

に
依
り
、
此
の
種
の
制
度
は
叉
破
棄

さ
れ
る
に
至

つ
江
。

2

民
國
二
十
年
の
中
華
民
國
訓
政
時
期
約
法

民
國
十
九
年
蒋
介
石
ε
鵜
玉
群
及
び
閻
錫
山
ε
の
戦
争

が
絡
結
し
て
以
來
、
國
民
政
府
の
地
位
は
釜
丸
強
固
ビ
成
る
に
至
り
、
民

國
二
十
年
五
月
に
は
途
に
國
民
會
議
の
召
集
を
見
る
に
至

つ
た
。
此
は
国
民
党
統
治
下
に
於
け
る
第

一
回

の
國
民
代
表
集
會
で
あ
つ

て
、
其
の
重
要
な
る
工
作
は
、
即
ち

「
中
華
民
國
訓
政
時
期
約
法
」
の
制
定
で
あ
る
。

此
度
の
約
法
の
内
容
に
は
、
「
人
民
権
利
義

務
」
「
國
民
生
計
」
「
國
民
教
育
」
等
に
就
い
て
皆
規
定
す
る
所
が
あ
り
、
形
式
上
既
に

一
般
成
文
憲

法
の
内
容
を
具
備
す
る
も
の
で

中
華
民
欝
現
行
政
治
制
度

七



法

政
.

、碑

究

第
十
一
毬

・第
一
機

八

あ
る
ε
云
ふ
こ
と
が
出
來
る
。

政
治
制
度
の
方
面
か
ら
云
へ
ば
訓
政
約
法
の
規
定
す
る
所
は
極
め
て
簡
略
で
あ
り
、
而
も
其
の
補
充
法
が
無
け
れ
ば
適
用
し
得
な

い
程
簡
略
で
は
あ
る
が
、

一
種
顯
著
な
る
特
質
を
持

つ
て
居
る
。
此
の
特
質
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
ご
云
ふ
と
、
其
れ
は
到
る

所
に
独
裁
政
治
の
精
神
を
含

ん
で
居
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
蓋
し
民
國
十
七
年
の
制
度
は
、
純
然
た
る
合
議
制
で
あ
る
ε
云
ふ
事

が
出
來
る
が
訓
政
約
法
は
此
れ
と
は
正
反
対

に
國
民
政
府
主
席

の
職
権
を
特
に
強
め
る
も
の
で
あ
る
。
例

へ
ば
第
七
十
三
條
の
如
く

「
國
民
政
府
主
席

ハ
封
内
封
外
ト
モ
ニ
國
民
政
府
ヲ
代
表

ス
」
ご
規
定
し
て
あ
る
が
、

「
實
際
政
治
ノ
責
任

ヲ
負

ハ
ズ
」
と
は
規
定

し
て
居
な
い
。
叉
第
七
十
四
條
の
如
く

「
各
院
院
長
及
ビ
各
部
會
長

ハ
國
民
政
府
主
席

ヨ
リ
提
案

シ
國
民
政
府
ガ
法

二
依
リ
之
ヲ
任

冤

ス
」
と
規
定
し
て
あ
り
、
又
第
七
十
五
條
の
如
く

「
法
律
ノ
公
布
及
ビ
命
令
ノ
磯
布

ハ
國
民
政
府
主
席
ガ
法

二
依
り
署
名

シ
テ
行

フ
モ
ノ
ト
ス
」
ト
規
定
し
て
あ
る
だ
け
で
、
五
院
院
長
の
副
署
を
要
す
る
規
定
が
な
い
の
で
あ
る
。

從
來
五
権
を
綜
携
せ
る
國
務
會
議
は
、
蝕
に
至
つ
て
途
に

「
國
民
政
府
委
員
會

」
ε
改
あ
、
委
員

の
人
数

を
三
十
六
人
に
振
充
し

九
。
其
の
職
権
は

「
院
ε
院
の
間
に
於
い
て
解
決
し
能
は
ざ

る
事
項
」
を
議
決
す
る
事
に
在
る
が
、
實
際
に
於
い
て
は
何
等
権
力
も

無
く
、
會
議
を
開
く
事
も
極
く
少
な
い
の
で
あ
る
。
所
謂

「
國
民
政
府
委
員
會

」
と
云
ふ
も
の
は
軍

に
崇
高

な
る
閑
散
地
位
に
過
ぎ

な
い
。
五
院
院
長
に
至

つ
て
は
全
く
主
席
の
属
僚
に
等
し
く
、
独
裁

政
治
の
端
緒
は
既

に
顯
然
と
し
て
表
は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
間
も
無
く
民
國
二
十
年
十
二
月
に
至
つ
て
、
満
洲
事
変

後
の
影
響
に
依
り
、
中
國
の
内
政
は
再
び
紛
糾
を
起
し
、
蒋
介
石

は
國
民
政
府
主
席
を
僻
し
、
林
森
氏
が
其
の
後
を
襲
ふ
事
に
な
つ
た
。
蝕
に
於
て
民
國
二
十
年
十
二
月
三
十
日
に
國
民
政
府
組
織
法



を
修
正
し

「
國
民
政
府
主
席

ハ
實
際
上
政
治
責
任
ヲ
負

ハ
ズ
」
ご
規
定
し
た
。
而
し
て

「
五
院

ハ
各
自
中
國
國
民
蕪
中
央
執
行
委
員

會

二
封

シ
テ
責
任
ヲ
負

フ
」
ε
な
し
忙
。
今
日
に
至
る
も
此
の
制
度
は
伺
採
用
さ
れ
て
居
る
が
、
其
の
詳
細
は
第
二
講
及
び
第
三
講

で
述
べ
る
。

3

民
國
二
十
九
年
三
月
二
十
日
中
央
政
治
會
議
決
議
の
中
央
政
治
委
員
會
組
織
條
例

民
國
二
十
八
年
注
精
衛
氏
は
國
民
黛
内
の
和
平
反
共
を
主
張
す
る

一
部
蕪
員
を
率
ひ
て
重
慶
脆
出
後
、
同
年
九
月

一
日
上
海
に
於

い
て
中
國
国
民
党

第
六
次
全
國
代
表
大
會
を
開
い
九
。
同
大
會
に
於

い
て
国
民
党

は

「
一
窯
專
政
」
の
特
権

を
放
棄
す
6
こ
ご
を
決

議
し
忙
。
其
の
方
法
ご
し
て
、
国
民
党

は
其
の
中
央
執
行
委
員
會
に
馬
す
る

「
中
央
政
治
委
員
會
」
を
開
放

し
、
其
の
他
の
合
法
政

窯

の
首
贋
及
び
無
窯
恢
人
物
の
参
加
を
許
容
し
、
共
に
救
國
並
に
和
平
の
大
業
を
捲
當
す
る
こ
ご
と
し
九
。
中
央
政
治
委
員
會
は
元

來
中
國
國
民
黛
の
政
治
指
導
機
關
で
過
去
に
於

い
て
は
專
ら
中
國
国
民
党

の
中
央
執
行
委
員
及
び
中
央
監
察
委
員
に
依
つ
て
構
成
さ

れ
て
ゐ
た
。
窯
外

の
人
士
は
國
民
政
府
内
で
極
め
て
重
大
な
る
責
任
を
負
担

す
る
こ
ご
は
出
來
た
が
、
併
し
絶
対

に
中
央
政
治
委
員

會

の
委
員
に
就
任
す
る
事
は
出
來
な
か
つ
た
。
蓋
し
此
の
委
員
會
は
政
治
上
の
決
裁
的
機
關
な
る
が
爲
め
で
あ
る
。

中
國
国
民
党

第
六
次
全
國
代
表
大
會
が
政
権
の
開
放
を
宣
言
し
て
以
來
全
國
の
和
平
に
傾
く
力
は
漸
次
集
中
す
る
様
に
な
つ
忙
。

鼓
に
於
て
民
國
二
十
九
年
三
月
二
十
日
注
精
衛
氏
は
南
京
に
於
い
て

「
中
央
政
治
會
議
」
を
召
集
し
た
。
同
會
議
を
構
成
す
る
分
子

は
、
即
ち
、
(
1
)中
國
國
民
黛
中
央
斡
部
人
員
(
2
)各
既
成
政
府
の
代
表
者
(3
)其
他
合
法
政
党

の
代
表
及
び
無
窯
派
の
人
物
等
三

種
の
分
子
よ
り
な
る
。
此
の
度
の
會
議
は
、
云
は
ば
國
是
を
解
決
吋
る
爲
の

一
種

の
臨
時
的
會
議
で
あ
つ
て
、
常
設
機
關
で
は
な
い
。

中
華
民
國
現
行
政
滑
制
度

九



法

癒

碗

、劣

第
十
一
巻

第
一
號

一
〇

其
れ
を

「
中
央
政
治
會
議
」
ε
禰
す
る
の
は
要
す
る
に
永
久
的
の

「甫
央
政
治
委
員
會
」
ε
区
別
せ
ん
が
爲
め
で
あ
る
。
巾
央
政
治
會

議
の
任
務
は
次
の
如
く
嚇二
つ
あ
る
。
(
1
)
和
平
方
案

の
議
決
(
2
)中
央
政
治
委
員
會
組
織
條
令
の
議
決
及
び
國
民
政
府
組
織
法
の
修

正
(3
)國
民
政
府
主
席
及
び
各
院
部
會
長
官

の
推
學
で
あ
る
。
故
に
此
の
度
の
會
議
は
革
命
性
を
帯
び
た
政
治
集
會
で
あ
つ
て
、
憲

法
的
道
程
を
辿

つ
て
進
行
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

中
央
政
治
會
議
で
議
決
し
忙

「
中
央
政
治
委
員
會
組
織
條
例
」
の
内
容
は
、
從
來
の
国
民
党

窯
内
の
中
央
政
治
委
員
の
其
れ
と
大

な
る
差
異
が
な
い
が
、
其
の
唯

一
の
特
質
ご
し
て
、
其
の
構
成
は

「
国
民
党
ヲ
核
心
ト
シ
」

「
各
窯
各
派
及
ビ
無
蕪
無
派
ヲ
聯
合

ス

ル
」
こ
と
に
あ
る
。
此
は
實
に
.歴
史
的
価
値

を
持
つ
て
居
る
特
貼
で
あ
る
。

現
行
中
央
政
治
委
員
會

の
組
織
及
び
職
権
に
就
い
て
は
第
二
講

に
於

い
て
説
明
す
6
こ
ご
に
す
る
。

上
述
の
如
く
中
華
民
國
は
成
立
し
て
か
ら
僅
か
に
二
十
九
年
を
経
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
政
治
制
度
の
試
み
に
対
し

て
は
已
に

様
々
の
苦
い
経
験
を
嘗
め
て
來
九
。
此
は
實
に
我
が
國
に
取
つ
て
國
家

の

一
大
不
幸
事
で
あ
る
。

第

二

講

申

央

政

治

委

員

會

一

現
行
政
制
上
の
根
本
問
題

抑
々
本
講
及
び
第
三
講
の
目
的
は
中
國
現
行
中
央
政
治
制
度
を
分
析
せ
ん
ご
す
る
に
あ
る
。
併
し
乍
ら
現
行
政
制
上
に
於
い
て
は

省
ほ
解
決
を
要
す
べ
き
二
つ
の
根
本
問
題
が
あ
る
。

第

一
は
民
國
二
十
年
國
民
會
議
で
制
定
さ
れ
た
る
中

華
民
國
訓
政
時
期
約
法



が
今
日
に
於
い
て
も
荷
ほ
有
数
な
る
や
否
や
ε
云
ふ
こ
と
、
第
二
は
民
國
二
十
九
年
三
月
二
十
日
中
央
政
治
會
議
以
後
に
於
い
て
中

國
國
民
黛
の
窯
治
盟
制
は
依
然
と
し
て
存
続
す
る
や
否
や
ε
云
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
此
の
二
つ
の
問
題
は
何
れ
も
目
前

の
政
治
ε
實
際

の
関
係

を
持
つ
て
居
る
。
然
し
本
講
義
は
專
ら
法
學
的
見
地
か
ら
客
観
的
観
察
を
爲
し
學
問
上
の
研
究
に
資
せ
ん
ε
す
る
も
の
で
あ

つ
て
決
し
て
政
治
的
宣
傳
を
爲
さ
ん
ご
す
る
も
の
で
な
く
、
而
し
て
主
観
的
感
情

が
毫
も
其
の
間
に
介
在
し

て
居
な
い
の
で
あ
る
。

訓
政
約
法
の
取
つ
た
政
制
に
付
て
は
中
國
国
民
党

の
窯
内
及
び
窯
外
共
に
皆
不
満
を
感
じ
て
ゐ
る
。
黛
内

人
士
の
不
満
は
其
の
猫

裁
的
精
神

が
充
分
に
表
現
さ
れ
て
居
る
事
に
あ
り
、
又
黛
外
人
士
の
不
満
は
其
の
窯
治
の
精
聯
が
充
分
に
表
示
さ
れ
て
居
る
事
に
あ

る
の
で
あ
る
。

一

併
し
乍
ら
法
律
上
の
形
式
か
ら
云
へ
ば
訓
政
約
法
は
今
日
に
於
い
て
も
未
だ
其
の
効
力
を
失
つ
て
居
な
い
。
民
國
二
十
年
十
二
月

三
十
日
に
公
布
せ
る
國
民
政
府
組
織
法
及
び
現
行
國
民
政
府
組
織
法
は
何
れ
も
第

一
條
に

「
國
民
政
府

ハ
中
華
民
國
訓
政
時
期
約
法

第
七
十
七
條
ノ
規
定

二
依
リ
中
華
民
國
國
民
政
府
組
織
法
ヲ
制
定

ス
」
と
規
定
し
て
居
る
。
此
に
依

つ
て
見

れ
ば
國
民
政
府
組
織
法

が
訓
政
約
法
の
補
充
的
地
位
に
在
る
事
は
自
ら
明
か
で
あ
る
。
從
つ
て
訓
政
約
法
の
効
力

が
依
然
と
し
て

存
在
し
て
居
る
こ
と
は
毫

も
疑
ふ
飴
…地
が
な
い
の
で
あ
る
。

然
る
に
國
民
政
府
組
織
法
の
實
質
上
に
就
い
て
云
へ
ば
、
訓
政
約
法
と
多
少
抵
燭
す
る
所
が
な
い
こ
も
云

へ
な
い
。
其
の
規
定
の

中
に
例

へ
ば
國
民
政
府
主
席
は
實
際
政
沿
の
責
任
を
負
ば

す
、
叉
其
の
他
の
官
職
を
兼
任
す
る
こ
と
を
得
す

(
現
行
國
民
政
府
組
織

法
第
十
二
條
)
と
あ
る
が
如
き
、
叉
第
十
四
條
に

「
國
民
政
府
公
布
ノ
命
令
虚
分
及
ビ
軍
事
動
員

二
關

ス
ル
命
令

ハ
國
民
政
府
主
席

中
華
民
國
現
行
政
治
制
度

一
憎



法

政

研

究

第
十
一
番

第

一
號

ご
繭

ガ
之

昌
署
名

ス
。
但

シ
関
係
院
ノ
院
長
部
長
ノ
副
署
ヲ
維
テ
始

メ
テ
効
力

ヲ
生
ズ
」
ε
あ
り
、
叉
第
十
五
條
に

「
憲
法
ガ
未
ダ
襲
布

サ
レ
ナ
イ
以
前

二
於
テ
ハ
行
政
立
法
司
法
考
試
監
察
ノ
各
院

ハ
各
自
中
國
国
民
党

中
央
執
行
委
員
會

一一封

シ
テ
責
任
ヲ
負
フ
」

(
現

行
法
に
は
中
央
政
治
委
員
會

に
対
し

て
責
任
を
負

ふ
と
改
め
た
)
の
如
き
で
あ
る
。
以
上
の
各
鮎
に
就
い
て
は
法
の
形
式
上
で
は
約

法
上
に
何
等
の
規
定
も
な
く
、
而
し
て
何
れ
も
補
充
的
規
定
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
精
神

上
で
は
既
に
約
法
の
取
つ
た
制

度
を
根
本
的
に
覆

へ
し
忙
の
で
あ
る
。
叉
第
十
條
の
如
く
各
院
院
長
副
院
長
は
中
國
国
民
党

中
央
執
行
委
員
會
よ
り
直
接
選
任
す
(
現

行
法
に
は
中
央
政
治
委
員
員
よ
り
選
任
す
)
こ
の
規
定
に
至
つ
て
は
、明
か
に
訓
政
約
法
第
七
十
四
條
と
相
懸
燭
す
る
も
の
で
あ
る
。

上
述
の
各
瓢
は
唯
だ
國
民
政
府
組
織
法
そ
の
も
の
曳
効
力
を
動
か
す
に
は

動
か
せ
る
が

(
訓
政
約
法
第
八
十
四
條
)、

訓
政
約
法

の
失
敷
を
證
明

す
る
に
は
決
し
て
充
分
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
民
國
二
十
九
年
三
月
の
中
央
政
治
會
議
は
、
革
命
性
を
帯
び
た

集
會
で
あ
る
こ
と
は
認
砂
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
何
ε
な
れ
ば
其
の
決
議
せ
る
修
正
中
華
民
國
國
民
政
府
組
織
法
は
、
其
の
第

一
條

に
於
て
既
に
訓
政
約
法
の
効
力

を
確
認
し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。

訓
政
約
法
が
未
だ
失
敷
し
て
居
な
い
ε
す
れ
ば
、
從
つ
て
中
國
国
民
党

の
黛
治
膿
制
が
今
日
に
於
い
て
も
尚
ほ
魏
然
と
し
て

存
在

し
て
居
る
と
云
ふ
こ
ご
は
、
毫
も
疑
義
の
な
い
結
論
で
あ
る
。
蓋
し
訓
政
約
法
第
三
十
條
に

「
訓
政
時
期

二
於
イ
テ
ハ
中
國
国
民
党

全
國
代
表
大
會

ハ
、
國
民
大
會
ヲ
代
表
シ
テ
中
央
統
治
権

ヲ
行
ヒ
、
中
國
国
民
党

全
國
代
表
大
會

ノ
閉
會

期
内

二
於
イ
テ
ハ
其
ノ
職

権

ハ
中
國
国
民
党

中
央
執
行
委
員
會
ガ
之
ヲ
行
フ
」
ε
規
定
き
れ
て
ゐ
る
。
さ
れ
ば
中
國
の
國
家
統
治
権
が
尚
ほ
中
國
國
民
黛

の
手

に
握
ら
れ
て
居
る
こ
と
は
法
理
上
固
よ
り
否
認
し
得
な
い
事
で
あ
る
。



叉
民
國
二
十
九
年
三
月
中
央
政
治
會
議

に
於
い
て
決
議
さ
れ
た
る
中
央
政
治
委
員
會
組
織
條
例
に
就
い
て
云
つ
て
も
、
國
家
統
治

権
は
尚
ほ
中
國
國
民
蕪
に
掌
把
さ
れ
て
居
る
。
此
の
條
例
第
三
條
の
規
定
に
依
れ
ば
、
総
て
中
央
政
治
委
員
會

の
委
員
は
悉
く
中
央

政
治
委
員
會
主
席
よ
り
指
定
或
は
招
膀
さ
れ
る
。
其
の
指
定
或
は
招
跨
に
は

一
定
の
範
囲

が
あ
る
け
れ
ご

も
、
そ
の

一
定
の
範
囲
内

に
於
け
る
各
個
人
の
人
選
に
就
い
て
は
、
主
席
は
固
よ
り
自
由
に
決
定
す
る
権
力
を
持
つ
て
居
る
。
同
時

に
中
央
政
治
委
員
會
主
席

は
、
本
條
例
第
二
條
の
規
定
に
依
れ
ば

「中
國
国
民
党

中
央
執
行
委
員
會
主
席
之

二
任
ズ
」
ざ
あ
る
故
に
、
今
日
全
國
政
治
を
指
導

す
る
中
央
政
治
委
員
會

は
、
若
し
事
買
を
離
れ
て
專
ら
法
理
上
の
見
地
か
ら
云
へ
ば
、
尚
ほ

中
國
国
民
党

に
依
つ
て
任
意
に
操
縦
し

得
る
機
關
で
あ
る
。

二

中
央
政
治
委
員
會
の
法
律
的
地
位

訓
政
約
法
の
規
定
に
依
れ
ば
、
訓
政
時
期
内
に
於
け
る
中
華
民
國
の
統
治
権
は
、

「
中
國
国
民
党

全
國
代
表
大
會

」
が

「
國
民
大

會
」
を
代
表
し
て
行

ふ
。
「
中
國
国
民
党

全
國
代
表
大
會
」
の
閉
會
期
内
に
於
い
て
は
、
「中
國
國
民
蕪
中
央
執
行
委
員
會
」
が

「
中

國
國
民
黛
全
國
代
表
大
會
」
を
代
表
し
て
之
を
行
ふ
。
併
し
乍
ら

「中
國
国
民
党

中
央
執
行
委
員
會

」
も
亦
常
に
集
會
す
る
機
關
で

は
な
く
、
其
の
日
常
事
務
は

「
常
務
委
員
會
」
に
依
つ
て
處
理
さ
れ
、
政
治
部
分
の
事
務
に
關
し
て
は
、
別
に
「中
央
政
治
委
員
會
」

を
設
け
て
虚
理
す
る
。
故
に

「
中
央
政
治
委
員
會
」
は

「中
國
国
民
党

中
央
執
行
委
員
會
」
の
内
の
、

一
つ
の
特
殊
委
員
會

に
過
ぎ

な
い
。
而
し
て
其
の
職
権
は

「
中
國
国
民
党

中
央
執
行
委
員
會
」
の
委
任
に
依
る
も
の
で
あ
る
。

故
に
中
央
政
治
委
員
會
は
、
元
來

「
中
國
国
民
党

」
窯
内
の

一
機
關
で
あ
つ
て
、
國
家
機
構
の

一
部
分
で
は
な
い
。
其

の
組
織
及

、

φ中
華
民
國
現
行
政
治
制
度

二
昌
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}
四

び
職
権
は
從
來
窯
内
規
程
と
し
て
規
定
さ
れ
、
國
家
法
律
の
支
配
を
受
け
な
い
。

「
中
央
政
治
委
員
會
」
の
名
稻
は
幾
度
も
変
更

さ
れ
た
。
民
國
二
十
四
年
十
二
月
以
前
に
於
い
て
は

「
中
央
執
行
委
員
會
政
治
會

議
」
ピ
稻
し
其

の
當
時
適
用
せ
る

「
中
央
執
行
委
員
會
政
治
會
議
條
例
」
第

一
條

に
は

「
政
治
會
議

ハ
全
國
訓
政
實
行
ノ
最
高
指
導

機
關

ニ
シ
テ
中
央
執
行
委
員
會

二
封

シ
其
ノ
責
任
ヲ
負
フ
」
ご
規
定
し
て
居
る
。
民
國
二
十
四
年
十
二
月
に
至

つ
て

「
中
央
執
行
委

員
會
政
治
委
員
會
」
と
改
稻
し
、
其

の
組
織
條
例
第

】
條
に
も
上
述
の
如
き
規
定
が
あ
る
。
即
ち

「
政
治
委
員
會

ハ
政
治

ノ
最
高
指

導
機
關

副
シ
テ
、
中
央
執
行
委
員
會

}一封

シ
其
ノ
責
任
ヲ
負

フ
」
と
し
て
あ
る
。

民
國
二
十
九
年
三
月
以
後
に
は

「
中
央
政
治
委
員
會
」
と
改
稻
し
て

「
中
央
轍
行
委
員
會
」
の
名
稻
を
附
加
し
て
居
な
い
。
叉
組

織
條
例
第

一
條
に
於
い
て
も
軍
に

「中
央
政
治
委
員
會

ハ
全
國
政
治
ノ
最
高
指
導
機
關
ナ
リ
」
ざ
規
定
し
、
而
し
て

「
中
央
執
行
委

員
會

二
封
シ
テ
其
ノ
責
任
ヲ
負
フ
」
の
一
節
を
削
除
し
た
。
從
つ
て
此
れ
に
よ
れ
ば
中
央
政
治
委
員
會
は
尚
ほ
中
國
国
民
党

窯
内
の

一
機
關
な
る
や
否
や
、
又
其
の
行

ふ
職
権

は
尚
ほ
依
然
と
し
て
中
蹴
國
民
難
中
央
執
行
委
員
會
を
代
表
し

て
行

ふ
も
の
な
る
や
否
や

に
就
い
て
は
、
理
論
上
誠

に
大
い
に
研
究
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

吾
人
が
若
し
も
訓
政
約
法
の
効
力

を
否
認
し
な
い
ε
す
れ
ば
、
中
國
の
國
家
統
潰
権
は
依
然
ご
し
て
中
國
国
民
党

に
依

つ
て
行
は

れ
る
事
を
も
實
際
に
於
い
て
否
認
し
得
な
い
。
統
治
権
を
行

ふ
機
關
は
憲
法
の
規
定

に
依
ら
ざ
れ
ば
変
更

し
得
な
い
。
即
ち

「中
國

國
民
黛
全
國
代
表
大
倉

」
自
身
も
亦
統
治
権
の
行
使
を
放
棄
す
る
決
議
を
爲
し
得
な
い
。
故
に
第
六
回
全
國
代
表
大
會

に
於
け
る
政

権
開
放
の
決
議
も
亦
僅
に
中
央
政
治
委
員
會
の
事
實
上
の
改
組
を
な
し
得
た
だ
け
で
其
の
法
律
上
の
地
位
を
変
更

せ
し
め
る
事
が
出



來
な
か
つ
た
。
從
つ
て
今
日
の
中
央
政
治
委
員
會
は
、
依
然
ご
し
て
中
國
国
民
党

中
央
執
行
委
員
會
の
系
統

の
下
に
あ
る
一
つ
の
特

殊
委
員
會
た
る
こ
と
を
失
は
す
、
中
央
執
行
委
員
會
の
委
任
を
受
け
て
其
の
職
権
を
代
行
す
る
も
の
で
あ

る
。

三

中
央
政
治
委
員
會

の
組
織

中
央
政
治
委
員
會

の
組
織
は
元
來
其
の
起
源
が
國
民
政
府
以
前
に
在
つ
九
。
中
國
国
民
党

は
民
國
十
三
年
改
組
さ
れ
て
後
、
中
央

執
行
委
員
會
内
に

「
政
治
會
議
」
を
設
置
し
九
。
政
治
會
議
に
参
加
す
る
も
の
は
総
理
孫
先
生
の
外
に
中
央
委
員
は
僅
に
四
人
し
か

な
く
・
別
に
書
記

一
人
を
置
い
た
。
其
の
性
質
は
中
央
軟
行
委
員
會
内
の

一
小
組
會
議
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
別
に
其
⑳
組
織
及
び

職
権
を
規
定
す
る
所
の
窯
内
の
規
程
も
存
在
し
な
か
つ
た
。
民
國
十
四
年
國
民
政
府
が
成
立
す
る
に
及
ん
で
、
政
治
會
議
の
組
織
は

漸
次
振
大
さ
れ
る
に
至
つ
た
が
、
併
し
形
式
上
依
然
と
し
て
小
組
會
議
の
範
疇
を
脆
し
て
居
な
い
。
民
國
十
七
年
以
後
に
至
つ
て
始

め
て
其
の
組
織
規
模
は
略
ぽ
確
定
す
る
様
に
な
つ
た
。
其
の
委
員

の
資
格
は
中
央
執
行
委
員
及
び
中
央
監
察
委
員
に
限
ら
れ
、
且
つ

委
員
の
人
数
も
中
央
執
監
委
員
総
員
数
の
半
数
を
超
過
し
得
ざ
る
様
に
限
定
さ
れ
た
。
會
議
の
主
席
は
委
員

よ
り
互
選
す
る
。
民
國

二
十
四
年
に
至
つ
て
は
其
の
組
織
規
模
は
釜

々
完
備
し
、
委
員

の
人
数
は
十
九
人
よ
り
二
十
五
人
ま
で
ε
規
定
さ
れ
、
中
國
國
民
黛

中
央
執
行
委
員
會
全
盗
會
議
に
於
い
て
中
央
委
員

(
執
行
或
は
監
察
)
の
内
よ
り
選
出
す
る
。
別
に
主
席
及
び
副
主
席
各

一
名
を
選

學
し
、
尚
ほ

秘
書
處

及
び
各
種
專
門
委
員
會
を
設
置
し
た
。
專
門
委
員
も
亦
中
央
委
員
或
は
其
の
他
の
蕪
員

に
非
ざ
れ
ば
就
任
す
る

事
が
出
來
な
い
。
其
の
職
務
は
主
と
し
て
設
計
及
び
審
査
で
あ
る
。

現
行
組
織
と
民
國
二
十
四
年
の
そ
れ
ぜ
の
相
違
す
る
ぜ
こ
ろ
は
、
次
ぎ
の
諸
鐵
で
あ
る
。

中
華
民
國
現
行
政
治
制
度

一
五
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第
+
一
巻

第
博
號

呼
海

-

委
員

の
人
数
を
二
十
四
人
乃
至
三
十
人
ご
規
定
し
、
主
席
が
左
に
掲
げ
る
人
員
の
内
か
ら
指
定
或
は
招
跨
す
る

一
、
中
國
国
民
党

中
央
執
行
委
員
及
び
中
央
監
察
委
員

二
、
其

の
他

の
合
法
政
党
幹
部
人
員

三
、
社
會
に
於
て
徳
望
高
き
人
物

(
民
國
二
十
九
年
三
月
中
央
政
治
委
員
會
組
織
條
例
第
三
條
)

以
上
各
種
委
員
人
数
の
比
例
に
就
い
て
は
何
等
規
定
が
無
い
か
ら
當
然
、主
席
が
自
由

に
裁
定
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
事
買
上

で
は
委
員
の
配
置
は
上
蓮
の
規
定
ご
多
少
相
違
が
あ
る
。
即
ち
五
院
院
長
は
民
國
二
十
四
年
の
前
例
に
從
ひ

「當
然
委
員

」
と
し
て

三
十
人
の
制
限
外
に
在
り
、
華
北
政
務
委
員
會
委
員
長
は
五
院
院
長
ざ
等
し
く
當
然
委
員
で
あ
る
。
五
院
副
院
長
は
、
政
治
委
員
と

し
て
指
定
さ
れ
九
も
の
曳
外
は
、
軍
に
列
席
す
る
こ
と
に
し
て
、
此
の
外
に
荷
ほ
三
十
人
の
委
員
が
あ
る
。

/

現
任
委
員
三
十
人
の
内
、
窯
派
の
分
野
は
次
ぎ
の
通
り
で
あ
る
日
中
國
国
民
党

中
央
執
監
委
員
は
、
全
部
で
十
九
人
、
其

の
他

の

合
法
政
党
幹
部
人
員
は
二
人

(中
國
國
家
社
會
党

及
び
中
國
青
年
窯
各

一
人
)、
無
窯
者
は
九
人
で
あ
る
。

當
然
委
員
の
中
に
は
中

國
国
民
党

員
は
僅
か
に

一
人
に
過
ざ
な
い
が
、
併
し
中
國
国
民
党

は
中
央
政
治
委
員
會

に
於
い
て
は
尚
ほ

大
多
数
を
占
め
て
居
る
。

2

過
去
に
於
い
て
は
委
員
の
任
期
に
就
き
別
に
規
定
は
な
か
つ
た
が
、
現
在
で
は
委
員
の
任
期
を

一
年

ε
規
定
し
て
居
る
。
此

の

規
定
が
あ
る
爲
め
中
央
政
治
委
員
會
主
席
、
即
ち
中
國
国
民
党

中
央
執
行
委
員
會
主
席
は
、
毎
年
中
央
政
治
委
員
會
委
員
を
薪

に
指

定
或
は
招
膀
す
る
権
能
を
有
す
る
事
に
な
る
。
即
ち

主
席
は
毎
年
委
員
會
を

一
度
改
組
す
る
事
が
出
來

る
の
で
あ
る

(
組
織
條
例
第

三
條
)。



3

過
去
に
於
い
て
は
中
央
政
治
委
員
會

の
主
席
及
び
副
主
席
は
何
等
法
定
の
資
格
が
無
か
つ
た
。
現
在

で
は
軍
に
主
席

一
名
を
設

け

「
中
國
国
民
党

中
央
執
行
委
員
會
主
席
之

二
任
ズ
」
と
規
定
し
て
居
る

(
組
織
條
例
第
二
條
)。

4

過
去
に
於
い
て
は
中
央
政
治
委
員
會
に
は
常
務
委
員
が
な
か
つ
た
。
現
在
に
於
い
て
は

「
常
務
委
員

六
名
乃
至
八
名
ヲ
設
ケ
、

主
席
ガ
委
員
ノ
内

ヨ
リ
指
定

ス
ル
」
(組
織
條
例
第
四
條
)
。
併
し
事
實
上
現
在
で
は
常
務
委
員
を
設
置
し

て
居
な
い
。
毎
回
行
は
れ

る
會
議
は
皆
全
盟
會
議
で
あ
る
。

四

中
央
政
治
委
員
會
の
職
権

民
國
十
七
年
中
央
執
行
委
員
會
政
治
會
議
條
例
第
八
條
の
規
定
に
依
れ
ば
、
政
治
會
議

の
決
議
は
直
接

に
國
民
政
府

に
執
行
せ
し

め
る
こ
と
に
な
つ
て
居
る
。
此
の
種
の
規
定
の
意
味
は
、
即
ち

総
て
政
治
に
關
す
る
事
項
に
就
い
て
は
、
中
央
執
行
委
員
會
が
既

に

其
の
職
権
を
ば
完
全
に
政
治
會
議
に
委
任
し
九
ε
云
ふ
事
に
な
る
。
云
ひ
換
れ
ば
政
治
會
議
の
職
権
は
中
央
執
行
委
員
會
の
そ
れ
ε

等
し
い
も
の
で
あ
る
。
民
國
二
十
五
年
訓
政
約
法
は
、
中
央
執
行
委
員
會
を
し
て
統
治
権
を
行
使
す
る
機
關
た
ら
し
め
る
檬
に
規
定

し
て
か
ら
後
は
、
政
治
會
議
と
中
央
執
行
委
員
會
と
の
関
係
も
亦
斯
の
如
き
も
の
で
あ
つ
忙
。
民
國
二
十
四
年
中
央
執
行
委
員
會
政

治
委
員
會
條
例
及
び
現
行
中
央
政
治
委
員
會
組
織
條
例
第
六
條
は
何
れ
も
此
の
規
定
ご
同
じ
も
の
で
あ
る
。
故
に
中
國
の
國
家
統
治

権
は
國
民
大
會
よ
り
中
國
国
民
党

全
國
代
表
大
會
に
移
り
、
叉
全
國
代
表
大
會
よ
り
中
央
執
行
委
員
會

に
移
り
、
再
び
中
央
執
行
委

員
會
よ
り
中
央
政
治
委
員
會
に
移
る
こ
と
に
な
つ
た
。
從
つ
て
中
央
政
治
委
員
會
は
理
論
上
に
於
い
て
も
、
叉
實
際
上
に
於
い
て
も
、

實

に
最
高
権
力
機
關
で
あ
つ
て
、
唯
だ
憲
法
の
改
正
を
爲
し
得
ざ
る
外
は

(
訓
政
約
法
に
は
改
正
に
額
す
る
規
定
が
な
い
)
如
何
な

中
華
民
國
現
行
政
治
制
度

一
七
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政
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究

第
十
一
春

第
一
號

一
八

る
法
律
を
も
憂
更
し
得
る
も
の
で
あ
り
海
同
時
に
亦
行
政
の
指
導
機
關
で
あ
る
。
併
し
其
れ
自
腫
は
命
令

を
磯
布
し
な
い

(
條
例
第

六
條
)
が
故
に
、
形
式
上
で
は
廣
大
な
る
職
構
を
有
す
る
一
つ
の
立
法
機
關
ε
見
る
こ
ご
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

現
行
中
央
政
治
委
員
會
組
織
條
例
第

一
條

の
規
定
に
依
れ
ば
、
左
に
掲
げ
る
事
項
は
、
必
す
中
央
政
治
委
員
會

の
決
議
を
経
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
立

法

原

則

二
、
施

政

方

針

三
、
軍
事
及
び
外
交
大
計

四
、
財
政
及
び
経
済

計
書

五
、
國
民
政
府
主
席
及
び
委
員
各
院
院
長
副
院
長
並
に
各
政
務
官
の
人
選

六
、
中
央
政
治
委
員
會
に
於
い
て
會
議
に
提
出
す
べ
き
も
の
ご
認
め
た
る
事
項

以
上
各
項
の
職
権
は
、
第

一
項
が
立
法
に
關
す
る
も
の
、
第

二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
は
純
然
た
る
行
政
に
關
す
る
も
の
、
第
五
項

は
表
面
上
で
は
選
挙

権
に
關

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
實
際
に
於
い
て
は

一
部
分
が
行
政
上
の
官
吏
任
命
権

に
關
す
る
も
の
で
あ
る
。

故
に
中
央
政
治
委
員
會
は
、
實

に
立
法
及
び
行
政
を
綜
合
す
る
一
種

の
最
高
権
力
機
關
で
あ

る
.
今
其

の
實
際
上
に
於
け
る
運
用

の
慣
習
を
各
方
面
に
就
い
て
述
べ
て
見
る
。

立
法
方
面
の
職
権
に
關
し
て
は
其

の
運
用
が
頗
ぶ
る
複
雑
で
あ
る
。
何
亡
な
れ
ば
其
れ
は
同
時
に
最
高
行
政
機
關

の
意
義
を
有
し



て
居
る
が
爲
め
に
法
律
き
命
令
が
往
々
に
し
て
相
混
同
し
頂
別
し
難
い
か
ら
で
あ
る
。
脅
慣
上
中
央
政
治
委
員
會

の
立
法
方
面
に
關

す
る
決
議
は
二
大
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
出
來
ヴ

ー
、
純
然
た
る
立
法
原
則
に
属
す
る
も
の

2
、
法
律
に
代
る
命
令

総

て
立
法
原
則
は
必
す
先
づ
立
法
院
に
提
出
し
、
立
法
院
が
法
文
を
制
定
し
て
か
ら
直
接
に
國
民
政
府

へ
廻
逡
し
て
公
布
す
る
。

中
央
政
治
委
員
會
で
決
議
し
た
立
法
原
則
に
対
し

て
は
立
法
院
は
當
然
違
反
す
る
事
が
出
來
な
い
。
若
し
立
法
院
に
於
い
て
異
議
が

あ
れ
ば
、
立
法
院
院
長
よ
り
再
審
議
の
申
出
を
な
す
事
が
出
來
る
。
併
し
乍
ら
立
法
院
に
於
い
て
立
法
原
則

に
依
り
制
定
し
た
法
律

は
、
其
の
實
質
が
立
法
原
則
ご
相
違

す
る
や
否
や
に
就
い
て
は
何
等
準
擦
す
べ
き

一
定

の
慣
習
も
な
く
其
の
實
例
も
甚
だ
稀
で
あ
る
。

理
論
上
か
ら
云
へ
ば
當
然
其
の
解
釈
に
就
き
決
議
に
附
し
て
か
ら
立
法
院
に
廻
し
て
修
正
せ
し
め
る
こ
と
が
出
來

る
の
で
あ

る
。

法
律
に
代
は
る
べ
き
命
令

に
就
い
て
は
習
慣
に
依
つ
て
三
種
類
に
蹄
納
す
る
事
が
出
來
る
。
第

一
種
は
法
律
の
規
定
が
無
く
、
唯

だ
臨
時
的
實
情
に
適
癒
す
る
爲
め
に

一
時
的
に
規
定
す
る
も
の
、
第
二
種
は
既
に
法
律

の
規
定
が
あ

つ
て
其

の
全
部
或
は

一
部
が
適

用
し
能
は
ざ
る
が
爲
め
に
、
明
文
を
以
て
其
の
全
部
或
は

一
部
の
適
用
を
停
止
し
、
命
令
を
以
て
之
れ
に
代

へ
る
も
の
、
第
三
種
は

往
々
に
し
て
法
律
の
全
部
或
は

一
部

の
適
用
を
停
止
す
る
明
文
は
無
い
が
、
其
の
内
容
は
明
か
に
法
律
ε
相
抵
鰯
し
而
も
特
別
法
の

性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
凡
そ
中
央
政
治
委
員
會
で
議
決
さ
れ
國
民
政
府
に
依
つ
て
公
布
さ
れ
た
る
も

の
は
、
裁
割
所
に
於
い

て
皆

一
様
に
適
用
し
、
法
律
ε
相
魁
[鯛
す
る
命
令
は
無
赦
で
あ
る
亡
の
原
則
は
採
用
さ
れ
て
居
な
い
の
で
あ
る
。

中
華
民
國
現
行
政
治
制
度

画
銘
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二
〇

行
政
方
面
に
就
い
て
言

へ
ば
、
凡
そ
政
策
問
題
に
關
す
る
も
の
は
習
慣
上
概
し
て
中
央
政
治
委
員
會
の
討
論
に
付
せ
ら
れ
る
。

官
吏
の
選
任
に
關
し
て
は
過
去
の
習
慣
に
依
れ
ば
、
國
民
政
府
主
席
國
民
政
府
委
員
及
び
五
院
院
長
副
院
長
は
、
皆
直
接

に
中
國

國
民
蕪
中
央
執
行
委
員
會
之
を
選
任
し
、
政
治
委
員
會
を
経
由
し
な
い
。
故
に
此
筆
の
官
吏
を

「
選
任
官

」
と
稻
し

「
特
任
官
」
の

上
位
に
在
る
も
の
で
あ
る
。
現
行
組
織
條
例
に
依
れ
ば
、
上
述
の
各
種
官
吏
も
亦
中
央
政
治
委
員
に
依
つ
て
選
任
さ
れ
る
。

「
政
務
官
」
ご
構
す
る
も
の
は
習
慣
上
概
し
て
左
の
数
種
で
あ
る
。

1
、
各
部
部
長
各
委
員
會
委
員
長

2
、
各
部
政
務
次
長

3
、
立
法
院
立
法
委
員
、
監
察
院
監
察
委
員
、
考
試
院
考
選
委
員

4
、
各
省
政
府
主
席
、
委
員
、
及
び
廃
長
、
並
に
行
政
院
直
爵

の
各
市
長

5
、
駐
外
大
公
使

6
、
其
の
他
特
任
特
派
官
吏

所
謂
選
任
官
吏
ご
は
實
際
上
選
挙

に
依
る
も
の
で
は
な
い
。

「選
任
官
」
は
慣
例

に
從
ひ
中
央
政
治
委
員
會
主
席
よ
り
拐
案
し
,

各
警

属
す
る
も
の
は
法
に
依
り
主
管
院
長
が
提
案
す
る
。
會
議
に
於
い
て
は
軍
に
同
意
を
爲
す
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
習
慣
上
否
決

さ
れ
た
る
略
の
は
・極
励
ゐて
少
な
い
の
で
あ
る
。

中
央
政
治
委
員
會
は
毎
週
或
は
二
週
聞
毎

に
一
度
會
議
を
開
く
。
會
議
の
形
式
は
極
め
て
簡
単

で
あ
る
。
人
数
が
甚
だ
少
な
い
爲



め
に
、
委
員

の
護
言
の
回
数
並
に
時
間
等
に
就
い
て
は
別
に
制
限
は
な
い
。
凡

て
比
較
的
重
要
な
議
案
、
就
中
法
律
案
に
就
い
て
は

習
慣
上
概
し
て
審
査
に
廻
す
こ
と
に

す
る
。
審
査
の
報
告
に
し
て
否
決
さ
れ
た
る
も
の
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
從

つ
て
各
審
査
委
員

會

(
即
ち
各
種
專
門
委
員
會
)
の
主
席
は
、
實
際
上
甚
だ
重
要
で
あ
る
。
重
大
な
る
議
案
が
あ
れ
ば
、
時
に
は
臨
時
の
特
殊
審
査
會

を
組
織
し
て
其
の
審
査
に
當
る
。
決
議
の
時
は
表
決
の
形
式
は
取
ら
な
い
。
凡
そ
議
案
に
対
し

て
反
対

の
意
見
が
無
け
れ
ば
、
直
ち

に
通
過
を
宣
告
す
る
。
叉
討
論
を
経
て
多
数
の
意
見
が

一
致
す
る
様
に
な
れ
ば
、
主
席
は
直
ち
に
通
過
或
は
否
決
を
宣
言
す
る
。
さ

も
な
く
ば
審
査
に
廻
す
事
に
す
る
。
唯
だ
否
決
さ
れ
た
議
案
は
習
慣
上
概
ね
提
案
者
自
ら
撤
回
す
る
こ
と
に

な
つ
て
居
る
。

第

三

講

國

民

政

府

國
民
政
府
は
次
ぎ
の
各
機
關
を

一
括
し
て
云
ふ
。
(
一
)
國
民
政
府
主
席
、
(
二
)
國
民
政
府
委
員
會
、
(
三
)
五
院
、
(四
)
五
院

に
属
せ
ざ
る
各
院
部
及
び
各
委
員
會

で
あ
る
。
今
順
を
逐
つ
て
説
明
す
る
。

一

國

民

政

府

主

席

國
民
政
府
主
席
は
國
家
の
元
首
で
あ

つ
て
、
封
内
封
外
共
に
中
華
民
國
を
代
表
す
る
。
主
席
は
中
央
政
治
委
員
會
に
於
い
て
選
任

さ
れ
、
任
期
は
二
年
、

一
回
重
任
し
得
る
。

但
し
憲
法
稜
布
の
時
は
法
に
依
り
改
選
す
べ
し

(
國
民
政
治
組
織
法
第
十
三
條
)。
併

し
乍
ら
事
實
上
、
重
任
に
就
い
て
は
既
に
制
限
が
無
く
な
つ
た
。
主
席
が
鋏
員
し
叉
は
事
故
に
依
り
職
務
を
執
行
し
得
ざ
る
場
合
は
、

行
政
院
院
長
が
代
理
す
る
。

中
華
民
國
現
行
政
治
制
度

二
一
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叢
二

國
民
政
府
主
席
は
實
際
政
治
の
實
任
を
負
は
ず
、
亦
其
の
他
の
官
職
を
漿
任
す
る
事
を
得
な
い
、
即
ち

純
然
た
る
名
誉

職
の
元
首

で
あ
る
。

二

國

民

政

府

委

員

會

國
民
政
府
委
員
會
は
國
民
政
府
主
席
及
び
委
員
に
依

つ
て
組
織
す
る

(國
民
政
府
組
織
法
第
十
六
條
)。

委
員
の
数
は
二
十
四
名

乃
至
三
十
六
名
で
、
中
央
政
治
委
員
會
が
選
任
す
る

(第
十
條
)。
委
員
の
任
期
が
規
定
さ
れ
て
居
な
い
の
で
v
當
然
重
任
し
得
る
。

元
來
國
民
政
府
委
員
會

の
職
権
は
院
ご
院
と
の
聞
で
解
決
し
能
は
ざ
る
事
を
解
決
ゆ
る
に
在
る

(
十
七
條
)。

併
し
院
ε
院
と
の

聞
に
於
い
て
解
決
し
能
は
ざ
る
事
項
は
、
習
慣
上
悉
く
中
央
政
治
委
員
會

に
於

い
て
解
決
し
、
國
民
政
府
委
員
會
の
討
論
に
付
せ
な

い
。
且

つ
國
民
政
府
委
員
會
は
事
賃
上
會
議
を
開
く
事
が
極
め
て
稀

で
、
時
に
は

一
年
或
は
二
年
に

一
度
會
議
を
開
く
こ
と
も
あ
る

が
、
何
等
討
議
す
べ
き
議
案
も
無
い
有
様
で
あ
る
。
故
に
國
民
政
府
委
員
會
は
全
く
職
権

無
き
元
老
院
に
等
し
き
も
の
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。

三

五
権

の

概

念

本
講
議
に
於
い
て
は
五
櫨
憲
法
の
理
論
を
詳
し
く
述
べ
る
暇
が
な
い
が
、
五
院
の
組
織
及
び
職
権
を
説
明

す
る
前
に
先
づ
「
五
権
」

に
対
す

る
余

の
見
解
を

一
慮
諸
君
に
大
騰
述
べ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

西
洋
の
學
者
は
政
府
の

「
権
力
の
分
立
」
に
就
い
て
常
に
爾
方
面
の
見
解
を
持
つ
て
居
る
。

其
の

一
は
政
府
の
権
力
を
若
干
部
に
分
け
て
、
互
に
独
立

せ
し
め
互
に
牽
制
し
合
ふ
様
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
斯
く
す
る
ζ
ご
に



依
つ
て
人
民
の
自
由
が
確
保
し
得
る
も
の
で
あ
る
ε
云
ふ
見
解
で
あ
つ
て
、
郎
ち
、
モ
ン
テ
ス
キ

ユ
ー
の
創
意
で
あ
る
。
現
代
の
多

数

の
國
家

の
憲
法
は
、
既
に
斯
か
る
主
張
を
放
棄
し
、
理
論
と
し
て

は
既
に
陳
腐
な
も
の
ご
な

つ
て
居
る
。
孫
中
山
先
生
の
五
権
憲

法
は
、
斯
か
る
立
論
を
中
心
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

現
行
國
民
政
府
組
織
法
に
は
、
「
五
院

ハ
独
立

二
行

政
立
法
司
法
考
試
監
察

ノ
五
種
治
権
ヲ
行
使

ス
」
(第
八
條
)
ε
規
定
し
て
居
る
が
、「各
自
中
央
政
治
委
員
會

二
封
シ
テ
責
任
ヲ
負

フ
」
(
十
五
條
)
と
の
規

定
が
有
り
、
而
も
中
央
政
治
委
員
會
は
五
権
の
作
用
の
中
椹
な
る
が
故
に
、
権

力
分
立
の
作
用
も
此
に
依

つ
て
消
失
す
る
に
至
る
。

此
も
三
権
憲
法
の
趨
勢
と
同
じ
麟
結
に
な
る
の
で
あ
る
。

其
の
二
は
政
府
の
構
力
は
實
質
上
若
干
部
分
に
分
け
る
こ
ご
が
出
來
る
ε
云
ふ
主
張
で
あ
る
。
斯
く
し
て
「
行
政
」
、「立
法
」
、「
司

法
」
の
三
権
の
實
質
的
定
義
に
關
し
℃
は
、
百
数
年
來
學
者
間
の
論
争
が
紛

々
と
し
て
、
全
く
麟

一
し
た
定
論
が
な
い
の
で
あ
る
。

余
の
見
解
に
依
れ
ば
、
「
行
政
」
、

「
立
法
」
、
「
司
法
」
の
三
権
は
各
國
の
制
度
上
で
は
概
ね
名

こ
そ
同

一
な
る
が
實
質
は
異
な
つ

て
、
全
く

一
致
し
た
限
界
が
な
い
。
云
ひ
換

へ
れ
ば

「行
政
」
「
立
法
」
「
司
法
」
は
何
れ
も
軍
に
形
式
上
の
意
義
が
あ
る
の
み
で
、

實
質
上
の
意
義
が
全
く
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
政
府
の
権
力
を
ば
三
つ
に
分
け
或
は
五
つ
に
分
け
る
ご
云
ふ
事
は
、
恰
も
行
政
院

の
内
に
若
干
の

「
部
」
を
分
け
る
事
ご
同
じ
で
、
全
く
事
務
上
の
便
利
の
爲
め
で
あ
り
、
決
し
て
科
學
的
分
類
に
比
す
べ
き
こ
と
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
余
は

「
五
権
」
の
説
明
に
樹
し
て
は
、
軍
に
形
式
的
の
叙
述
を
す
る
に
止
ま
り
、
從
來
敢

て
賢
質
上
の
分

析
を
試
み
な
い
こ
と
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

四

行

政

院

中
華
民
國
現
行
敢
治
制
度

二
三
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二
四

行
政
院
は
行
政
院
長
副
院
長
各
部
部
長
各
委
員
會
委
員
長
を
以
て
組
織
す
る
。
院
長
副
院
長
は
中
央
政
治
委
員
會
で
直
接
に
選
任

す
る
。
各
部
部
長
及
び
各
委
員
會
委
員
長
は
院
長
よ
り
中
央
政
治
委
員
會

の
同
意
を
得
て
國
民
政
府
に
其
の
任
命
を
請
ふ
。

行
政
院
は
連
帯
責
任
制
に
し
て
、
其
の
政
務
を
執
行
す
る
に
當
つ
て
は
、「
行
政
院
會
議
」
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
第
二

十
五
條
)
。総
て
國
民
政
府
の
行
政
上
に
關
す
る
命
令
は
必
す
院
長
及
び
部
長

の
副
署
を
経
て
始
め
て
効
力
を
生
す
る

(
第
十
四
條
)。

行
政
院
の

一
切
の
命
令
及
び
處
分
も
必
す
少
な
く
こ
も
部
長

一
人
の
副
署
を
経
て
始
め
て
効
力
を
生
す
る

(
第
二
十
五
條
)。

故
に

行
政
院

の
組
織
は
責
任
内
閣
制
に
能
く
似

て
居
る
。
唯
だ
其
の
責
任
を
負
は
せ
ら
れ
た
対
象
は
、
立
法
院
に
非
ら
す
し
て
、
五
院
を

超
越
し
た
中
央
政
治
委
員
倉

で
あ
る
。

凡
そ
左

の
事
項
は
行
政
院
會
議

の
議
決
を
要
す
る
。

一
、
立
法
院

に
提
出
す
る
法
律
案

二
、
立
法
院
に
提
出
す
る
豫
算
案

三
、
立
法
院
に
提
出
す
る
大
赦
案

四
、
立
法
院
に
提
出
す
る
宣
職
媾
和
案

五
、
薦
任
以
上
の
行
政
司
法
官
吏
の
任
冤

六
、
行
政
院
各
部
及
び
各
委
員
會

の
間
で
解
決
の
出
來
な
い
事
項

七
、
其
の
他
法
律
に
依
り
叉
は
行
政
院
院
長
が
必
要
ご
認
め
る
行
政
院
會
議
の
議
決
に
付
す
べ
き
事
項

(
第
二
十
四
條
)



現
在
で
は
行
政
院
會
議
に
は
院
長

一
名
副
院
長

一
名
部
長
十
四
名
委
員
長
四
名
で
合
せ
て
二
十
名
で
あ
る
。
人
敏
が
比
較
的
に
多

い
爲
め
、
僅
か
に
例
行
的
事
務
を
庭
決
し
得
る
の
み
で
其
の
政
策
決
定
の
機
能
が
消
失
し
つ
玉
あ
り
、
同
時

に
中
央
政
治
委
員
會
も

亦
人
敷
が
比
較
的
に
多
い
爲

め
、
機
密
的
作
用
が
保
ち
難
い
。
現
在
で
は
習
慣
上
未
だ
日
本
の
四
相
會
議
の
如
き
少
人
数
の
會
議
が

存
在
し
て
居
な
い
の
で
あ
る
。

現
行
行
政
院

の
組
織

に
は
全
部
で
十
四
部

(
内
政
、
外
交
、
財
政
、
軍
政
、
海
軍
、
教
育
、
司
法
行
政
、

工
商
、
農
薩
、
交
通
、

鐵
道
、
宣
傳
、
社
會
、
警
政
)
及
び
四
委
員
會

(振
務
、
水
利
、
僑
務
、
邊
彊
)
が
設
け
て
あ
る
。

各
部

の
組
織
は
略
ぽ
同
じ
で
あ
る
。

部
に
は
部
長

一
名
、

政
務
次
長
及
び
常
務
次
長
各

一
名
を
置
く
。
政
務
次
長
の
制
度
は
英

國
よ
り
爽
端
し
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
中
國
に
於
け
る
各
部
の
政
務
次
長
は
、
立
法
機
關
ご
連
絡
す
る
意
味
が
な
く
、
其
の
作

■

用
は
全
く
常
務
次
長
ε
何
等
区
別
が
な
い
。
唯
.π
理
論
上
か
ら
云

へ
ば
、
常
務
次
長
は
文
官
制
度
の
保
障
を
受
け
る
が
、
政
務
次
長

は
中
央
政
治
委
員
會

の
同
意
を
得
れ
ば
、
何
時
で
も
任
冤
し
得
る
の
で
あ
る
。

次
長

の
下
に
は
参
事
二
名
乃
至
六
名
を
設
け
、
專
ら
法
令
審
査
の
事
務
を
掌
る
。
叉
秘
書
四
名
乃
至
八
名
を
設
け
、
機
密
に
關
す

る
事
務
を
掌
る
。

各
部
は
事
務
の
繁
簡

に
依

つ
て
若
干
の
司
を
設
け
、
司
に
は
司
長

一
名
を
置
き
各
司
を
叉
若
干
の
科
に
分
け
る
。

技
術
に
関
係
あ
る
各
部

に
は
、
技
監
、
技
正
、
技
士
等
を
設
置
す
る
。

各
委
員
會

は
本
來
會
議
制
の
行
政
機
關
で
あ
る
が
、
併
し
習
慣
上
概
ね
委
員
長
が
責
任
を
負

ふ
。
從

つ
て
委
員
長

の
地
位
は
事
實

中
華
民
國
現
行
政
治
制
度

二
五
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上
全
く
部
長
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
委
員
會

の
内
部
組
織
は
庭
叉
は
科
に
分
け
て
事
務
を
虜
理
す
る
。

此
は
各
部

の
司
に
分
け
る

ご
ざ
玉
異
な
る
所
が
な
い
の
で
あ
る
。

五

立

法

院

立
法
院
は
立
法
院
長
、

副
院
長
及
び
立
法
委
員
四
十
九
名
乃
至
九
十
九
名
を
以
て
組
織
す
る

(
國
民
政
府
組
織
法
第
三
十
條
)。

立
法
委
員
は
立
法
院
院
長
の
提
請
に
依
り
中
央
政
治
委
員
會

の
同
意
を
経
て
、
國
民
政
府
が
任
命
す
る
。
任
期
は
二
年
で
あ
る

(
第

三
十
條
、
第
三
十

一
條
)
。

斯
か
る
制
度
の
下
で
は
、
立
法
院
は
民
意
を
代
表
す
る
機
關
に
非
ら
す
し
て
、
專
門
委
員
會
の
性
質
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
。
立
法
委
員

の
地
位
は
全
く
普
通

の
官
吏
の
そ
れ
ε
等
し
く
、
且
つ
立
法
院
院
長
が
實
に
全
院

の
意
志
を
左
右

し
得
る
権
能
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
全
院
の
委
員
は
悉
く
院
長
よ
り
提
請
し
て
任
命
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
唯
だ
こ
ヶ
年
の

任
期
内
に
於
い
て
、
院
長
が
勝
手
に
其
を
冤
職
し
得
ざ
る
の
み
で
あ
る
。

立
法
院
は
法
律
案
、
豫
算
案
、
大
赦
案
、
宣
職
案
、
焼
和
案
及
び
其
他
の
重
要
な
る
國
際
事
項
を
議
決
す
る
職
権
を
有
す
る

(第

二
十
七
條
)
。
表
面
上
其

の
職
権
は
甚
だ
廣
大
に
見
え
る
が
、
併
し
實
際
上
立
法
院
は
単
な
る

一
つ
の
審
議
機
關
に
し
か
過
ぎ
な
い
。

蓋
し

「
立
法
原
則
」
、
「
軍
事
及
び
外
交
大
計
」
、
「財
政
及
び
経
済
計
劃
」
等
に
就
い
て
は
、
悉
く
中
央
政
治
委
員
會
の
決
議
を
経

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
中
央
政
治
委
員
會
組
織
條
例
第

一
條
)
。

同
時
に
行
政
上
の
命
令
横
も
亦
非
常
に
廣
大
で
あ
る

(
第
二
講
参

照
)
。
故
に
立
法
院

の
事
實
上
に
於
け
る
職
権
は
、
往

々
に
し
て
中
央
政
治
委
員
會

の

一
專
門
委
員
會

の

そ
れ
に
も
及
ば
な
い
の
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
中
華
民
國
現
行
政
制
の
下
に
於
い
て
は
眞
正
な
る
立
法
権

の
所
在
は
中
央
政
治
委
員
會
に
あ
り
、
立
法
院
で
は



な
い
の
で
あ
る
。

立
法
院
に
於
け
る
會
議

の
順
序
は
、

全
然

一
般
立
法
機
關
の
手
續

を
採
用
し
て
居
り
、

中
央
政
治
委
員
會

の
如
く
簡
単

で
は
な

い
。
内
部
も
亦
議
案
審
査
の
機
關
と
し
て

若
干
の
委
員
會
に
分
け
て
居
る
の
で
あ
る
。

六

司

法

院

現
行
中
華
民
國
政
制
上
、
所
謂

「
司
法
」
と
は
、
次
ぎ
の
三
種
の
職
権
を
包
括
し
て
云
ふ
の
で
あ
る
。

ー
、
民
刑
訴
訟
の
裁
判

2
、
行
政
訴
訟

の
裁
判

3
、
公

務

員

の
懲
戒

此
嫉
純
然
た
る
形
式
上
の
意
義
だ
け
で
、
何
等
理
論
的
根
櫨
に
依
る
も
の
で
は
な
い
。
故
に
司
法
院
の
系
統
下
に
於
い
て
は
、
左

に
掲
げ
る
三
種
の
機
關
が
あ
る
。

一
、
最
高
法
院
以
下
各
級
法
院

二
、
行

政

法

院

三
、
公
務
員
懲
戒
委
員
會

司
法
院

に
至
つ
て
は
其
れ
自
盟
が
単
な
る

一
の
法
令
解
澤
を
統

一
す
る
機
關
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

最
高
法
院
以
下
各
級
法
院

の
編
制
は
、
純
然
た
る
司
法
制
度
の
問
題
で
あ
る
。
故
に
本
講
義
で
は
述
べ
な
い
こ
嘘
に
す
る
。

中
華
民
國
現
行
政
治
制
度

二
七
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二
八
、

行
政
訴
訟
に
關
し
て
は
、
中
華
民
國
で
は
從
來
日
本
の
制
度

(
即
ち
プ

ロ
シ
ァ
制
度
)
を
採
用
し
て
來
た
。
北
京
政
府
は
民
國
三

年
七
月
二
十
日
に

「
訴
願
法
」
及
び

「
行
政
訴
訟
法
」
忽
同
時
に
公
布
し
、
同
年
三
月
三
十

一
日

「
平
政
院
編
制
令

」
を
公
布
し
忙
。

「
平
政
院
」
と
は
即
ち

「
行
政
裁
判
所
」
の
こ
と
で
あ
る
。

國
民
政
府
亦
此
の
制
度
を
踏
襲
し
、

民
國
十
九
年
三
月
二
十
四
日
に

「
訴
願
法
」
を
公
布
し
、
次
で
二
十

一
年
十

一
月
十
七
日
に

「
行
政
訴
訟
法
」
を
公
布
し
、
同
日
叉

「
行
政
法
院
組
織
法
」
を
公
布

し
た
。

凡
そ
行
政
官
署
の
違
法
處
分
に
付
き
、
人
民
は

「
再
訴
願
」
を
経
て
尚
ほ
不
服
な
ら
ば
、
行
政
法
院
に
対
し

て

「
行
政
訴
訟
」
を

提
起
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
行
政
訴
訟
は
損
害
賠
償
の
請
求
を
附
帯
す
る
事
が
出
來
る

(
行
政
訴
訟
法
第
二
條
)。

此
の
職
は
北
京

'

政
府
時
代
に
採
用
し
た
制
度
ご
は
相
違
す
る
所
で
あ
る
。
行
政
法
院
は
訴
訟
を
管
理
す
る
権
限
に
対
し

て
は

「
職
権
を
以
て
之
を
裁

定
す
る
」
(
第
五
條
)。

行
政
法
院

の
法
官
は

「
評
事
」
ご
稻
し
、
評
事
の
資
格
は
必
す
年
齢
満
三
十
歳
以
上
に
し
て
曾
て
簡
任
職

公
務
員
二
年
以
上
在
任

せ
る
も
の
な
る
こ
と
を
要
す
る

(行
政
法
院
組
織
法
第
六
條
)
。

但
し
行
政
法
院
各
庭
評
事
五
名

の
内
に
、
二
名
は
必
す
曾
て
司
法

官
に
在
任
せ
る
も
の
な
る
こ
と
を
要
す
る

(第
四
條
)
。

公
務
員
の
懲
戒
に
關
し
て
は
、
普
通
各
國
で
は
概
ね
行
政
系
統
自
饅
に
属
し
て
、
司
法
権
の
作
用
と
見
徴

し
て
居
な
い
。
中
華
民

國
で
は
五
院
分
立
の
爲
め
、
公
務
員
の
隷
属
関
係

が
頗

ぶ
る
複
雑
で
あ
る
。

故
に
、
「
政
務
官
」
を
除
き
、

一
切
の
公
務
員
は
、
行

政
叉
は
司
法
若
く
は
其

の
他

の
各
院

の
何
れ
に
屡
す
る
か
を
問
は
す
、
其
の
懲
戒
機
關
を
悉
く
司
法
院

の
公
務
員
懲
戒
委
員
會
に
統



一
し
て
置
く
の
で
あ
る
。

公
務
員
懲
戒
委
員
會
は
、
「中
央
」
及
び

「
地
方
」
の
二
種
に
分
け
て
居
る

(
公
務
員
懲
戒
委
員
會
組
織
法
第
二
條
)。
中
央
公
務

員
懲
戒
委
員
會
は
、
委
員
長

一
名
委
員
九
名
乃
至
十

一
名
を
設
け
、
中
央
各
官
署

の
委
任

(判
任
)
以
上
並

に
全
國
に
於
け
る
薦
任

(
奏
任
)
以
上
の
公
務
員
の
懲
戒
事
項
を
掌
理
す
る
。
委
員
の
資
格
は
必
す
曾
て
簡
任

(勅
任
)
職
在
任
二
年
叉
は
薦
任

(奏
任
)

職
在
任
五
年
以
上
に
及
ぶ
も
の
た
る
こ
と
を
要
し
、
且
つ
其
の
内
三
名
乃
至
五
名
は
曾
て
司
法
官
に
在
職
し
た
も
の
な
る
こ
と
を
要

す
る
。
地
方
公
務
員
懲
戒
委
員
會
は
、
所
在
地
で
あ
る
省
市

の
高
級
法
官
を
合
は
し
て
組
織
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
專
ら
當
該
省
市

内
に
於
け
る
委
任
職
公
務
員
の
懲
戒
事
項
を
掌
る
も
の
で
あ
る
。

七

考
試
院
と
文
官
制
度

考
試
院

の
掌
管
す
る
事
項
は
、
純
然
た
る

「
文
官
制
度
」
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
。
國
民
政
府
の
下
に
於

い
て
は
文
官
制
度
は
元

よ
り
既
に
確
立
し
て
居
る
。
「
公
務
員
任
用
法
」
、
「
考
試
法
」
、
「
公
務
員
考
績
法
」
、
「
文
官
官
等
官
俸
表
」
、
「
公
務
員
懲
戒
法
」
、

「
公
務
員
郎
金
條
例
」
等
は
、
皆
相
前
後
し
て
公
布
施
行
さ
れ
、
法
制
上
略
ぽ
完
備
し
た
も
の
ご
云
へ
る
。
且
,つ
事
変
前
に
於
い
て

は
、
政
治
が
梢

々
安
定
し
て
來
た
爲
め
此
等
の
法
規
は
何
れ
も
嚴
格
に
執
行
さ
れ
、
文
官

の
保
障
は
、
事
實
上
巳
に
確
保
さ
れ
て
居

た
の
で
あ
る
。

公
務
員
は

「
選
任
」
「特
任
」
「
簡
任
」
「
薦
任
」
「
委
任
」
の
五
等
に
分
か
れ
て
居
る
。
選
任
及
び
特
任
官

吏
は
何
れ
も
政
務
官
で

あ
る
。
簡
任
官
吏
の
内
の

一
部
分
も
亦
政
務
官
で
あ
る

(
第
二
講
参
照
)。

此
等
は
何
れ
も
文
官
制
度

の
保
障
を
受
け
な
い
。
叉
各

、

中
華
民
國
現
行
政
治
制
度

二
九
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機
關
の
秘
書
長
及
び
秘
書
は
政
務
官
で
は
な
い
が
、
併
し
文
官
制
度
の
保
障
を
受
け
な
い
。

(
公
務
員
任
用
法
第
十
四
條
)。

此
れ

以
外
の

一
切
の
公
務
員
は
皆
文
官
制
度

の
保
障
を
受
く
、
即
ち
錘
叙
を
経
ざ
れ
ば
任
用
し
得
す
、
懲
戒
を
経
ざ
れ
ば
冤
職
し
得
な
い

の
で
あ
る
。

公
務
員
は
原
則
上
皆
考
試

(試
験
)
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
考
試
は

「
普
通
考
試

」
及
び

「高

等
考
試

」
の
二
種
に
分
か

れ
て
居
る

(考
試
法
第

三
條
)。

総
て
委
任
職
公
務
員
は
、
必
す
普
通
考
試
に
合
格
せ
る
も
の
、
叉
薦
任
職
公
務
員
は
、
必
す
高
等

考
試
に
合
格
せ
る
も
の
に
限
る
。
曾
て
委
任
官
在
職
三
年
以
上
な
る
も
の
は
、
薦
任
官
に
進
級
す
る
事
が
出
來
、
叉
薦
任
官
在
職
三

年
以
上
な
る
も
の
は
、
簡
任
官
に
進
級
す
る
事
が
出
來
る

(
公
務
員
任
用
法
第
二
至
第
四
條
)。

公
務
員
は
在
職
中

一
定
の
俸
給
を
受
け
る
。
其
の
老
衰

に
よ
る
退
職
叉
は
公
務
の
爲
に
傷
を
受
け
若
し
く
は
死
亡
せ
る
も
の
は
、

皆
邸
金
を
受
け
る
事
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

公
務
員
は
合
法
的
手
續

を
輕
ざ
れ
ば
、
如
何
な
る
懲
戒
處
分
を
も
受
け
な
い
。
「
懲
戒
虜
分
」
は

「
冤
職
」
「
降
級
」
『
減
俸
」
「
記

過
」
「申
誠
」
の
五
等
に
分

つ
。
各
機
關
の
主
管
長
官
は
軍
に
薦
任
職
以
下
の
公
務
員
に
樹
し
て
、
直
接

に

「
記
過
」
及
び

「
申
誠
」

の
處
分
を
爲
す
事
が
出
來

る

(
公
務
員
懲
戒
法
第
十
二
條
)。

冤
職
降
級
及
び
減
俸
に
就
い
て
は
、
懲
戒
機
關
の
裁
決
を
経
る
に
非

ら
ざ
れ
ば
、
其
れ
を
爲
す
事
が
出
來
な
い
。
簡
任
公
務
員
は
監
察
院
の
揮
劾
を
経
る
に
非
ら
ざ
れ
ば
、
如
何
な
る
懲
戒
規
定
を
も
引

用
す
る
事
が
出
來
な
い
の
で
あ
る

(
公
務
員
懲
戒
法
第
十
條
第
十

一
條
)。

総
て
文
官
の
考
試
は
考
試
院

の
考
選
委
員
會
に
於
い
て
掌
管
す
る
。
文
官
の
任
用
は
考
試
院

の
鐙
叙
部

に
於
い
て
鐙
衡
し
て
叙
用



す
る
。

以
上
二
種
の
機
關
は
、
普
通
各
國
に
於
い
て
は
、
概
し
て
行
政
の
範
囲
に
属
す
る
が
中
華
民
國
で
は
両
者

を
合
は
し
て
考
試
院
ε

爲
し
、
而
し
て
考
試
権
を
ば
五
権
の
内
の

一
種
ビ
爲
す
の
で
あ
る
。

八

監
察
院
ご
弾
劾
制
度

凡
そ
公
務
員
の
責
任
は
左
に
掲
げ
る
四
種
に
分
け
る
事
が
出
來
る
。

一
、
政

治

責

任

コ
、
刑

事

責

任

三
、
民

事

責

任

四
、
行

政

責

任

普
通
各
國
の
法
制
で
は
、
政
治
責
任
は
議
會
に
於
け
る

「
不
信
任
決
議
」
を
以
て
其
の
制
裁
ε
す
る
。
刑
事
責
任
は
、
普
通
の
官

吏
に
付
て
は
司
法
機
關
の
裁
判
に
任
か
す
こ
ご
、

一
般
の
人
民
に
対
す

る
の
こ
何
等
異
な
る
所
が
な
い
。
行

政
元
首
、
國
務
大
臣
及

び
最
高
級
軍
事
長
官
に
対
し

て
は
、
裁
判
所
の
権
力
が
及
ば
な
い
の
を
恐
れ
、
議
會
に
依

つ
て
揮
劾
案
を
提
出
し
得
る
よ
う
に
し
、

以
て
國
家
の
刑
罰
権
を
し
て
活
用
し
得
る
様
に
す
る
の
で
あ
る
。
、故
に
普
通
各
國
に
於
て
に
、
所
謂

「
弾
劾
権
」
と
云
ふ
の
ば
、
專

ら
特
殊

の
官
吏
に
対
す

る

一
種

の
刑
事
的
制
裁
に
過
ぎ
す
、
其
の
適
用
の
範
囲

は
極
め
て
狭
い
も
の
で
あ

る
。
行
政
責
任
の
結
果
に

就
い
て
は
、
即
ち

懲
戒
で
あ

つ
て
、
普
通
各
國
に
於
い
て
は
、
概
し
て
行
政
内
部

の
紀
律
問
題
ご
見
徴
し
、
司
法
的
制
裁
に
馬
す
る

中
華
民
國
現
行
政
治
制
度

蕊
山
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も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

中
華
民
國
に
於
け
る
、
所
謂

「
弾
劾
」
は
、
総
て
公
務
員
の
刑
事
責
任
及
び
行
政
責
任
を
以
て
其
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

凡
て
如
何
な
る
公
務
員
の

「
違
法
」
或
は

[
失
職
」
に
就
い
て
も
監
察
委
員
の
弾
劾
を
受
け
な
け
れ
ば

な

ら

な

い

(
弾
劾
怯
第
二

條
)。
所
謂
違
法
ご
は
、
其
れ
が
刑
事
責
任

の
問
題
を
引
起
す
や
否
や
を
問
は
す
、
悉
く
弾
劾
し
得
る
の
で
あ
る
。

故
に
弾
劾
案
が

開
始
す
る
や

一
切
懲
戒
に
付
す
る

(
弾
劾
法
第
五
條
)。

懲
戒
機
關
に
於
て
刑
事
的
嫌
疑
が
あ
る
ご
認
め
ら
れ
る
時
に
始
め
て
裁
判

所

へ
廻
し
て
審
判
に
付
す
る
の
で
あ
る

(
公
務
員
懲
戒
法
第
二
十
二
條
)。

要
す
る
に
弾
劾
権

の
磯
動
は
、
必
す

「
刑
罰
」
叉
は

「
懲
戒
處
分
」
を
目
標

こ
し
て
居
る
。
蓋
し
中
華
民
國
に
於
い
て
は
、「
懲
戒

庭
分
」
も
亦
司
法
的
制
裁

の

一
種
で
あ
る
ご
認
め
て
居
る
が
故
に
、
懲
戒
機
關
を
司
法
院
に
隷
属
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
此
は
中
華

民
國
に
於
け
る

「
弾
劾
」
及
び

「
懲
戒
」
に
樹
す
る
特
殊
の
観
念
で
あ
つ
て
、
此
の
勲
特
に
蕪
講
者
諸
君

に
注
意
し
て
戴
き
た
い
の

で
あ
る
。

監
察
院
は
監
察
院
院
長
副
院
長
及
び
監
察
委
員
二
十
九
名
乃
至
四
十
九
名
を
以
て
組
織
す
る

(國
民
政

府
組
織
法
第
四
十
八
條
)
。

監
察
委
員
は
監
察
院
院
長

の
提
請
に
依
り
中
央
政
治
委
員
會
の
同
意
を
経
て
、
國
民
政
府
に
於
い
て
任
命

す
る
。

監
察
委
員
は
、
独
立

的
に
弾
劾
権
を
行
使
す
る
を
以
て
原
則
ご
す

(
弾
劾
法
第

三
條
)。

其
の
地
位
は
法
律

の
保
障
を
受
け
る
も

の
で
あ
る

(
國
民
政
府
組
織
法
第
四
十
九
條
)。

而
し
て
刑
事
處
分
叉
は
懲
戒
處
分
を
受
け
な
い
者
に
は
、
冤
職
停
職
叉
は
罰
俸
を

な
す
事
を
得
す

(監
察
委
員
保
障
法
第

一
條
第

一
項
)。
本
人
の
同
意
を
得
ざ
れ
ば
、
轄
職
を
命
す
る
事
を
得
す

(
同
條
第
二
項
)。



又
現
行
犯
を
除
い
て
監
察
院

の
許
可
を
得
ざ
れ
ば
、
逮
捕
監
禁
す
る
事
を
得
ず

(
同
法
第
二
條
)。

監
察
院
は
各
地
方
の
巡
廻
監
察
の
爲
め
、
「
監
察
使
」
を
設
け
る
こ
と
を
得
、

且
つ
各
地
方
に
監
察
使

署
を
設
置
す
る
こ
と
が
出

來
る

(
監
察
院
組
織
法
第
六
條
)
。

審
計
事
務
は
監
察
ε
連
帯
関
係

を
有
す
る
故
に
、
監
察
院
に
隷
属
す
る
。

中
華
民
國
現
行
政
治
制
度

三
三


